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省エネ法のエネルギー管理統括者 

 

首長による 

トップマネジメント 

 

＜参考＞ 

エコシティたかまつ環境マネジメントシステム推進体制 

（令和元年度から運用） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     外部組織からのチェック 

 

 

 

 

       内部監査 

 

                     

   

 

 

 

 

 

 

                                     

 

 

 

 

環境問題庁内連絡会議総務・温暖

化対策部会 

部会長：環境局次長（環境総務課担当） 

環境管理組織 

環境管理責任者（環境局長） 

環境問題庁内連絡会議 

会長：副市長（環境局担当） 

市 長 

副市長（環境局担当） 

環境活動実行組織 

局  長 

所属長 

環境行動推進員（補） 

地球温暖化対策実行計画推進協議会 

環境管理事務局 

（環境保全推進課） 

全職員 

環境監査チーム 

P 
C 

D 

各所属にて個別のPDCA 

A 

資料６ 
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改定前の体制 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

環境問題庁内連絡会議 

総務・温暖化対策部会 

部会長：環境局次長（環境総務課担当） 

環境管理組織 

環境管理責任者（環境局長） 

環境問題庁内連絡会議 

会長：副市長（環境局担当） 

市長 

副市長（環境局担当） 

環境活動実行組織 

局  長 

所属長 

環境行動推進員

（補） 

環境監査チーム 

環境管理事務局 

（環境保全推進課） 

全職員 


